
ご遺族さまのご負担を少しでも減らすため、死亡後の各種手続きをご遺族さまのご負担を少しでも減らすため、死亡後の各種手続きを
一箇所でご案内する「おくやみ窓口」を開設しています。一箇所でご案内する「おくやみ窓口」を開設しています。
（要事前予約）（要事前予約）
※これまでどおり、各支所や関係各課での手続きも可能です。※これまでどおり、各支所や関係各課での手続きも可能です。
※詳細は次ページをご覧ください。※詳細は次ページをご覧ください。

おくやみ窓口の利用案内
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ご遺族の方へ

ご家族の方のご逝去、謹んでお悔み申し上げます。
高山市では、市役所を中心とした諸手続きにつきまして、少しでもわかりやすく進めて頂ける
ようハンドブックを作成いたしました。
このハンドブックが、ご遺族の皆様に少しでもお役に立てば幸いです。

おくやみ窓口のご案内

【利用方法】
電話による事前予約制になります。

予約専用電話：☎ ０５７７－３５－３１２９
※予約する日の翌々日以降（土日祝を除く）の日時で
ご利用いただけます。

【電話予約受付時間】
平日：午前８時３０分～午後５時１５分

【手続き可能時間帯】
平日：①午前９時～　②午前１０時３０分～　③午後１時３０分～　④午後３時～
※いずれも、1時間程度を想定しています。

【場  所】
高山市役所１階東側フロア（高年介護課横）
※場所がご不明の場合は、総合窓口（インフォメーション）へお越しください。 

おくやみ窓口の電話予約をした際にご記入ください。

予約日　　月　　日　（　　） 　　時　　 分 受付
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来庁時の持ち物について

手続きによって必要なものは異なりますが、下記のものは必要になることが多いので、お持ち
の上、ご来庁ください。

ご遺族の方の必要なもの

□ お越しいただく方の本人確認書類
・写真付きのもの
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳　など

・写真付きのものがない場合は、下記から２点
※被保険者証（健康保険・介護保険・後期高齢者医療）、年金手帳　など

□ 預貯金通帳（喪主・相続人代表者）

□ 会葬礼状（喪主であることが確認できるもの）
※国民健康保険または、後期高齢者医療保険に加入していた方

□ 新たな引き落とし預貯金通帳と通帳届出印

□ 印鑑登録証（印鑑証明書が必要な方）

□ 委任状（代理の方が来庁した場合）※P.41参照

亡くなられた方の必要なもの

□ 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証
※世帯主が死亡した場合で、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者がいる場合は、
　国民健康保険加入者全員の被保険者証

□ 介護保険被保険者証

□ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等や各種受給者証

□ 年金番号がわかるもの（年金証書・年金手帳など）

□ 口座振替登録をされている預貯金通帳と通帳届出印

※年金手続きや戸籍・住民票・税に関する証明書の請求などを代理人が行う場合は、委任状が
必要になります。
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区分 該当事項 詳細ページ

保
険

□ 国民健康保険に加入していた P.5

□ 後期高齢者医療保険に加入していた P.6~7

年
金

□ 年金を受給されていた P.8

□ 年金を受給する前に亡くなられた P.9

介
護
保
険

□ 65歳以上または介護認定を受けていた
P.10

□ 保険料が発生していた

高
齢
者
福
祉

□ 緊急通報システムを利用していた
P.11

□ 徘徊高齢者探索システムを利用していた

□ 認知症SOSネットワークに登録していた
P.12

障
が
い
者
福
祉

□ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を交付されていた

□ 障害児福祉手当を受給していた
P.13

□ 特別障害者手当を受給していた

□ 特別児童扶養手当を受給していた P.14

□ 障がい者福祉手当を受給されていた
P.15

□ 重度障がい者医療費の助成を受けていた

□ 重度障がい者タクシー利用乗車券を利用していた

P.16□ 障がい福祉サービスを利用していた

□ 地域生活支援事業を利用していた

□

死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）
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区分 該当事項 詳細ページ

子
ど
も

□ 児童手当を受給していた P.17

□ 児童扶養手当を受給していた
P.18

□ 保育園に入園していた

□ 児童通所施設を利用していた
P.19

□ 遺児激励金を受給したい

□ 子ども医療費受給者証を交付されていた
P.20

□ ひとり親家庭等医療費等受給者証を交付されていた

税
金

□ 市税の納付が済んでいない P.21

□ 市民税が課税されていた P.22

□ 固定資産を持っていた P.23

□ 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車を所有していた P.24

上
下
水
道

□ 上下水道を使用（契約）していた
P.25

□ 下水道事業受益者負担金を納付中であった

住
宅
市
営 □ 市営住宅に住んでいた P.26

そ
の
他

□ 若者定住促進事業補助金（家賃補助）、奨学金返済支援事業補助金を受けていた
P.27

□ 国・県・市指定文化財を所有していた

□ 農地を相続された

P.28□ 農業者年金を受給していた

□ 森林の土地を相続された
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１．保険に関する手続き

国民健康保険に加入していた 

手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなられた場合は、不正使用などを防ぐために被保険
者証を回収しています。

※市役所本庁または各支所に返却が難しい場合は、はさみなどで
細かくしてから処分してください。

死亡日から１４日以内

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の国民健康保険被保険者証　ほか 市民課　保険年金係
☎ 0577-35-3137
支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

１人世帯の被保険者、若しくは被保険者を含む世帯の世帯主が亡くな
られたときは、保険料の精算をします。

保険料を亡くなった方の口座からお支払いされていた場合は、新しい
振替先の登録や還付先口座の届出が必要となることがあります。

死亡日から１４日以内

手続き可能な人

新世帯主

必要なもの 問い合わせ先

□ 新口座名義人の預貯金通帳など

□ 新口座名義人の通帳届出印

□ 還付希望先口座の口座情報がわかるもの（預貯金通帳など）

市民課　保険年金係
☎ 0577-35-3137
支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方に葬祭費（50,000円）
が支給されます。

※職場などの健康保険被保険者だった方が退職後３か月以内にお亡くなり
になった場合には、加入していた健康保険組合から葬祭費が支給されます。

葬祭を行った日の翌日から２年以内

手続き可能な人

喪主（葬祭執行者）

必要なもの 問い合わせ先

□ 会葬礼状（喪主氏名が記載してあるもの）

□ 喪主の預貯金通帳など

市民課　保険給付係
☎ 0577-35-3003
支所：地域振興課

保険証の返却手続き①

保険料の精算手続き②

葬祭費の申請手続き③
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後期高齢者医療保険に加入していた 

手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなられた場合は、不正使用などを防ぐために被保険
者証を回収しています。

※市役所本庁または各支所に返却が難しい場合は、はさみなどで
細かくしてから処分してください。

死亡日から１４日以内

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証　ほか 市民課　保険年金係
☎ 0577-35-3137
支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

被保険者が高額療養費の支給決定前や振込前に亡くなり、支給ができ
なくなった場合に申立て申請ができます。

２年以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 預貯金通帳など（相続人のもの） 市民課　保険給付係
☎ 0577-35-3003
支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなられたときは、保険料の精算をします。
還付先口座の届出をしてください。

死亡日から１４日以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 相続人の預貯金通帳など 市民課　保険年金係
☎ 0577-35-3137
支所：地域振興課

保険証の返却手続き①

高額療養費の申立て申請手続き④

保険料の精算手続き②

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
き

戸
籍
謄
本
等
の
取
得

委
任
状

相
続
に
つ
い
て



7

１．保険に関する手続き

手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方に葬祭費（50,000円）
が支給されます。

葬祭を行った日の翌日から
２年以内

手続き可能な人

喪主（葬祭執行者）

必要なもの 問い合わせ先

□ 会葬礼状（喪主氏名が記載してあるもの）

□ 喪主の預貯金通帳など

市民課　保険給付係
☎ 0577-35-3003
支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

被保険者が高額療養費の支給決定前や振込前に亡くなり、支給ができ
なくなった場合に申立て申請ができます。

2年以内

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 預貯金通帳など（相続人のもの） 市民課　保険給付係
☎ 0577-35-3003
支所：地域振興課

葬祭費の申請手続き③

高額療養費の申立て申請手続き④

MEMO  
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２．年金に関する手続き

年金を受給されていた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が受給していた年金の種類、ご遺族の状況によって
必要な手続きや提出書類が異なります。

【受給権者死亡届】
速やかに

【未支給年金・遺族年金】
５年以内

必要なもの 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の基礎年金番号がわかるもの（年金証書など）

□ 請求者のマイナンバーがわかるもの（未支給年金請求の場合）

□ 請求者の預貯金通帳（未支給年金請求の場合）

※手続きによってはこの他戸籍謄本などが必要となる場合が
あります。来庁時にご案内します。

※遺族年金は年金事務所での手続きとなります。

【未支給年金】
亡くなられた方と生計同一
であった

①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦その他 3親等内親族

のうち最も順位の高い方

問い合わせ先

高山年金事務所
☎ 0577-32-6111

市民課　保険年金係
☎ 0577-35-3137

支所：地域振興課

受給権者死亡届
未支給年金
遺族年金（※手続きの案内のみ）

手続き

MEMO  
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２．年金に関する手続き

年金を受給する前に亡くなられた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が加入していた年金の種類、ご遺族の状況によって
必要な手続きや提出書類が異なります。

【死亡一時金】
２年以内

【寡婦年金・遺族年金】
５年以内

必要なもの 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の基礎年金番号がわかるもの（年金手帳など）

□ 請求者のマイナンバーがわかるもの（死亡一時金請求の場合）

□ 請求者の預貯金通帳（死亡一時金請求の場合）

※手続きによってはこの他戸籍謄本などが必要となる場合があ
ります。来庁時にご案内します。

※寡婦年金・遺族年金は年金事務所での手続きとなります。

【死亡一時金】
亡くなられた方と生計同一
であった

①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹

問い合わせ先

高山年金事務所
☎ 0577-32-6111

市民課　保険年金係
☎ 0577-35-3137

支所：地域振興課

死亡一時金
寡婦年金（※手続きの案内のみ）
遺族年金（※手続きの案内のみ）

手続き

MEMO  
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３．介護保険に関する手続き

65歳以上または介護認定を受けていた 

保険料が発生していた 

手続き詳細 期　限

介護保険被保険者証を返却または破棄してください。介護保険負担
割合証、介護保険負担限度額認定証、社会福祉法人等利用者負担
軽減確認証及び利用者負担減額・免除確認証を交付されていた場合
は返却または破棄してください。

速やかに

必要なもの 手続き可能な人

□ 介護保険被保険者証

□ 介護保険負担割合証

□ 介護保険負担限度額認定証

□ 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証

□ 利用者負担減額・免除確認証

どなたでも可

問い合わせ先

高年介護課　介護支援係
☎ 0577-35-3178

支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

後日、市より亡くなられた方の保険料の未納または還付に関する
通知書を送付する場合があります。

還付がある場合は、申立書の提出が必要です。

約２週間以内

必要なもの 手続き可能な人

□ 相続人の預貯金通帳またはキャッシュカード

□ 法定相続人以外の方は、相続人であることがわかる書類
　（遺言書の写しなど）

相続人

問い合わせ先

高年介護課　介護支援係
☎ 0577-35-3178

支所：地域振興課

証書の返却または破棄手続き

相続人による申立書の提出手続き

MEMO  
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４．高齢者福祉に関する手続き

緊急通報システムを利用していた 

徘徊高齢者探索システムを利用していた 

手続き詳細 期　限

機器を持参いただき、辞退届を記入してください。

機器の取り外し方がわからない場合はご相談ください。
速やかに

必要なもの 手続き可能な人

□ 手続者の本人確認書類 どなたでも可

問い合わせ先

高年介護課　高齢者支援係
☎ 0577-57-5200

支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

機器を持参いただき、返還・辞退届を記入してください。 速やかに

必要なもの 手続き可能な人

□ 手続者の本人確認書類 どなたでも可

問い合わせ先

高年介護課　高齢者支援係
☎ 0577-57-5200

支所：地域振興課

機器の返却
辞退届の提出

手続き

機器の返却
返還・辞退届の提出

手続き

MEMO  
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認知症SOSネットワークに登録していた 

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を交付されていた 

手続き詳細 期　限

廃止届を記入してください。 速やかに

必要なもの 手続き可能な人

□ 手続者の本人確認書類 どなたでも可

問い合わせ先

高年介護課　高齢者支援係
☎ 0577-57-5200

支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または
療育手帳をお持ちだった場合、死亡日をもって喪失となります。

速やかに

必要なもの 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
または療育手帳

どなたでも可

問い合わせ先

福祉課　福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356

支所：地域振興課

廃止届の提出手続き

手帳の返還手続き

５．障がい者福祉に関する手続き
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障害児福祉手当を受給していた 

特別障害者手当を受給していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が障害児福祉手当を受給していた場合、死亡月をもって
受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求の手続き
が必要です。

死亡日から 14日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ ハンコ（訂正が必要な場合）

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座のわかるもの

福祉課　福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356

支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が特別障害者手当を受給していた場合、死亡月をもって
受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求の手続き
が必要です。

死亡日から 14日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ ハンコ（訂正が必要な場合）

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座のわかるもの

福祉課　福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356

支所：地域振興課

障害児福祉手当資格喪失届の提出 
（未払い分がある場合は未支払障害児福祉手当請求書の提出）

手続き

特別障害者手当資格喪失届の提出 
（未払い分がある場合は未支払特別障害者手当請求書の提出）

手続き

５．障がい者福祉に関する手続き
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特別児童扶養手当を受給していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が特別児童扶養手当を受給していた児童の場合、
死亡月をもって受給資格が喪失となります。未払い分があれば請求
の手続きが必要です。他に特別児童扶養手当の対象児童がいる場合
は額改定の手続きとなります。

死亡日から 14日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 特別児童扶養手当証書

□ ハンコ（訂正が必要な場合）

福祉課　福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356

支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が特別児童扶養手当を受給していた保護者の場合、
死亡月をもって受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば
請求となり、受給資格が継続するようであれば受給者変更の手続きと
なります。

死亡日から 14日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の特別児童扶養手当証書

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座の預貯金通帳写し

□ 受給資格が継続する場合は、認定請求者の戸籍謄本、振込
口座の預貯金通帳の写し

□ ハンコ（訂正が必要な場合）

福祉課　福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356

支所：地域振興課

特別児童扶養手当受給者死亡届の提出、特別児童扶養手当証書の返還
（未払い分がある場合は未払特別児童扶養手当請求書の提出、受給
資格が継続する場合は認定請求書の提出）

手続き①

特別児童扶養手当資格喪失届（または額改定届）の提出、特別児童
扶養手当証書の返還
（未払い分がある場合は未払特別児童扶養手当請求書の提出） 

手続き②

【保護者が亡くなられた場合】

【児童が亡くなられた場合】
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重度障がい者医療費の助成を受けていた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が福祉医療費助成を受給していた場合、死亡日をもって
受給資格が喪失となります。

死亡日から 14日以内

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の福祉医療費受給者証 福祉課　福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356

支所：地域振興課

受給者証の返却及び、資格喪失届の提出手続き

５．障がい者福祉に関する手続き

MEMO  

障がい者福祉手当を受給されていた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が障がい者福祉手当を受給していた場合、死亡月を
もって受給資格が喪失となります。

死亡日から 14日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 未払い分がある場合は相続人の振込口座のわかるもの 福祉課　福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356

支所：地域振興課

福祉手当受給権消滅届、相続人指定届、口座振替（銀行振込）変更
依頼書の提出

手続き
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障がい福祉サービスを利用していた 

地域生活支援事業を利用していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が障がい福祉サービス受給者証の交付を受けていた
場合、死亡日をもって障がい福祉サービスの受給資格が喪失となり
ます。

速やかに
手続き可能な人

どなたでも可
必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の障がい福祉サービス受給者証 福祉課　福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356
支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が地域生活支援事業受給者証の交付を受けていた場合、
死亡日をもって地域生活支援事業の受給資格が喪失となります。

速やかに
手続き可能な人

どなたでも可
必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の地域生活支援事業受給者証 福祉課　福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356
支所：地域振興課

障がい福祉サービス受給者証の返却手続き

地域生活支援事業受給者証の返却手続き

重度障がい者タクシー利用乗車券を利用していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が重度障がい者タクシー利用乗車券を利用していた
場合、死亡日をもって受給資格が喪失となります。未使用分の福祉
タクシー券があれば返却となります。

速やかに
手続き可能な人

どなたでも可
必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の未使用分の重度障がい者タクシー利用乗車券 福祉課　福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356
支所：地域振興課

重度障がい者タクシー利用乗車券の喪失届及び、
未使用分の福祉タクシー券の返却
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６．子どもに関する手続き

児童手当を受給していた 

手続き詳細 期　限

児童手当の受給者が亡くなられた場合、未支払いの児童手当及び
受給者の変更につき、手続きが必要となります。

原則、受給者が亡くなら
れた日の翌日から数えて
15日以内

必要なもの 手続き可能な人

【受給予定者の場合】

□ 健康保険証

□ 金融機関の預貯金通帳またはキャッシュカード

□ 本人確認書類

【お子様の場合】

□ お子様名義の預貯金通帳またはキャッシュカード

受給者が亡くなられた後、
対象児童を監護する方

問い合わせ先

子育て支援課  子ども政策係
☎ 0577-35-3140

支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

児童手当の支給対象児童が亡くなられた場合、消滅または額改定の
手続きが必要となります。

原則、亡くなられた日の
翌日から数えて 15日以内

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 本人確認書類 子育て支援課  子ども政策係
☎ 0577-35-3140

支所：地域振興課

受給者変更手続き手続き①

消滅または額改定手続き手続き②
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保育園に入園していた 

手続き詳細 期　限

入園児が亡くなられた場合、退園の届け出が必要となります。 速やかに

手続き可能な人

園児の保護者

必要なもの 問い合わせ先

□ 手続きを行う人の本人確認書類 子育て支援課  保育園管理係
☎ 0577-35-3140

支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

入園児の保護者が亡くなられた場合、保育料の再算定の手続きが
必要となります。なお、未払いの保育料がある場合は、別途手続き
が必要ですので、ご相談ください。

速やかに

手続き可能な人

園児の保護者

必要なもの 問い合わせ先

□ 手続きを行う人の本人確認書類

□ 口座振替依頼書（保育料を自動振替している口座を変更する場合）

子育て支援課  保育園管理係
☎ 0577-35-3140

支所：地域振興課

入園児の退園手続き手続き①

入園児の保護者死亡による保育料変更手続き手続き②

児童扶養手当を受給していた 

手続き詳細 期　限

受給者が亡くなられた場合、死亡日の属する月の手当までが支給
されます。未払いの手当がある場合は、別途手続きが必要ですので、
ご相談ください。

14 日以内

手続き可能な人

親族など

必要なもの 問い合わせ先

□ 手続きを行う人の本人確認書類 子育て支援課  子ども政策係
☎ 0577-35-3140

支所：地域振興課

受給者死亡届提出手続き
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６．子どもに関する手続き

児童通所施設を利用していた 

遺児激励金を受給したい 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が児童通所給付を受給していた場合、死亡日をもって
通所受給者証の保護者変更となります。また、通所している児童が
亡くなった場合には通所受給者証の返却となります。

速やかに

手続き可能な人

児童の保護者

必要なもの 問い合わせ先

□ 通所受給者証 子育て支援課
子ども家庭相談係
☎ 0577-35-3179

支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

親等の一方または双方を失った児童（原則 18 歳の年度末まで）に
対して、毎年激励金を支給します。

遺児が中学校または高等学校などを卒業して就職される際には、
就職支度金を支給します。

ー

手続き可能な人

児童と生計をともにして
いる方

必要なもの 問い合わせ先

□ 死亡診断書など死亡が確認できる書類

□ 預貯金通帳

□ 在学証明書ほか（高校生の場合）

子育て支援課
子ども家庭相談係
☎ 0577-35-3179

支所：地域振興課

通所受給者証の通所給付決定保護者の変更または返却手続き

遺児激励金の申請手続き手続き
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子ども医療費受給者証を交付されていた 

ひとり親家庭等医療費等助成受給者証を交付されていた 

手続き詳細 期　限

子ども医療費助成受給者証を交付していた児童が亡くなられた場合、
その児童の受給者証は死亡日をもって受給資格が喪失となります。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の福祉医療費受給者証 福祉課　福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356

支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

ひとり親家庭等医療費等助成受給者証を交付していた方が亡くなら
れた場合、その受給者証は死亡日をもって受給資格が喪失となります。

速やかに

手続き可能な人

親族

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の福祉医療費受給者証 福祉課　福祉・障がい係
☎ 0577-35-3356

支所：地域振興課

受給者証の返却及び、資格喪失届の提出手続き

受給者証の返却及び、資格喪失届の提出手続き
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７．税金に関する手続き

市税の納付が済んでいない 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方の市税の納付が済んでいない場合は、相続人の方が
亡くなられた方に代わって納付していただく必要がありますので、
既に届いている納付書により納付をしてください。

納税通知書に記載の
納期限まで

必要なもの 手続き可能な人

□ 納付書
　（紛失された・見つからない場合はその旨お申し出ください）

相続人

問い合わせ先

税制課　収納係
☎ 0577-35-3504

支所：地域振興課

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が口座振替（自動払い込み）を利用されていた場合は、
窓口にて口座振替の停止を申し出てください。

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の預貯金通帳

□ 通帳届出印
　（紛失された・見つからない場合はその旨お申し出ください）

税制課　収納係
☎ 0577-35-3504

支所：地域振興課

納付に係る手続き手続き①

口座振替停止の手続き手続き②
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市民税が課税されていた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方に市民税・県民税が課税されている場合、市民税・県民税
の納税通知書や還付に関する書類は、相続人の代表者に送付させていただ
きます。

相続人のうち、どなたが代表者になられるのか「相続人代表者届出書」に
必要事項を記入し、ご提出ください。

※相当の期間内に「相続人代表者届出書」が提出されない場合、市が相続
人代表者を指定することがあります。

※相続人が相続放棄をされた場合、その納税義務は承継されません。家庭
裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどの提出が必要
になります。相続放棄をされた方が複数人いる場合は、すべての方に
ついて提出が必要です。税務課市民税係までご連絡ください。

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

【法定相続人の方が相続される場合】

□ 原則不要

税務課　市民税係
☎ 0577-35-3626

相続人代表者届出書の提出手続き
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７．税金に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が登記をされていない家屋（未登記家屋）を所有して
いた場合、その家屋の名義変更をする手続きです。

「未登記家屋の所有権移転届出書」に必要事項を記入し、ご提出くだ
さい。

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類（戸籍謄本など）

□ 法定相続人以外の方が相続される場合は、遺言書の写しなど

税務課　資産税係
☎ 0577-35-3627

未登記家屋の所有権移転届出書の提出手続き②

MEMO  

固定資産を持っていた 

相続人代表者（変更）届出書の提出手続き①
手続き詳細 期　限

固定資産を持つ納税義務者が亡くなられた場合、固定資産にかかる納税義
務を引き継いでいただく方を相続人の中から指定または変更をする届出に
なります。

相続人のうち、どなたが代表者になられるのか「相続人代表者届出書」に
必要事項を記入し、ご提出ください。

※相当の期間内に「相続人代表者届出書」が提出されない場合、市が相続
人代表者を指定することがあります。

※相続人が相続放棄をされた場合、その納税義務は承継されません。家庭
裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどの提出が必要
になります。相続放棄をされた方が複数人いる場合は、すべての方に
ついて提出が必要です。税務課資産税係までご連絡ください。

※所有権移転登記が済んでいない方は、別途法務局での手続きをお願い
します。

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類（戸籍謄本など）

□ 法定相続人以外の方が相続される場合は、遺言書の写しなど

税務課　資産税係
☎ 0577-35-3627
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原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車を所有していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方の名義の車両（ナンバープレート）を
相続しない場合、必ず廃車（ナンバープレートの返納）
の手続きをしてください。

相続が発生した年度内
（3月 31 日まで）

必要なもの 手続き可能な人

□ ナンバープレート

□ 標識交付証明書
　（紛失の場合はなくても手続き可能）

□ 手続者の本人確認書類

□ 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類
　（戸籍謄本など）

□ 相続人からの委任状
　（相続人以外の方が手続きする場合のみ）

①相続人の方
②相続人とご同居のご家族の方
③その他の方
※③の方が手続きされる場合には、相
続人からの廃車に関する委任状が必
要となります。

問い合わせ先

税務課　税制係
☎ 0577-35-3136

支所：地域振興課

廃車の手続き手続き①

手続き詳細 期　限

亡くなられた方の名義の車両を相続する場合は、名義
変更の手続きをしてください。

※相続人以外の方への名義変更については、お問い
合わせください。

相続が発生した年度内
（3月 31 日まで）

必要なもの 手続き可能な人

□ 標識交付証明書
　（紛失の場合はなくても手続き可能）

□ 手続者の本人確認書類

□ 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類
　（戸籍謄本など）

□ 相続人からの委任状
　（相続人以外の方が手続きする場合のみ）

①相続人の方
②相続人とご同居のご家族の方
③その他の方
※③の方が手続きされる場合には、相続人
からの名義変更に関する委任状が必要と
なります。

問い合わせ先

税務課　税制係
☎ 0577-35-3136

支所：地域振興課

相続人への名義変更手続き②
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MEMO  

８．上下水道に関する手続き

上下水道を使用（契約）していた 

下水道事業受益者負担金を納付中であった 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が名義人の場合、名義変更または休止手続きが必要と
なります。

速やかに

手続き可能な人

親族または
同居者が望ましい

※名義変更の場合は、
　新しい名義人

必要なもの 問い合わせ先

【水道契約者の名義変更し、引き続き口座振替を希望される場合】

□ 預貯金通帳

□ 通帳届出印

※休止される場合は不要

上水道課　給水係
☎ 0577-35-3149

支所：基盤産業課

手続き詳細 期　限

下水道事業受益者負担金を納付中の受益者（納付義務者）が亡くな
られた場合は、受益者の変更の手続きをお願いします。

※郵送手続可。ご連絡いただければ変更届をお送りします。

受益者の変更があった
14日以内

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 変更届け 下水道課　経営係
☎ 0577-35-3150

支所：基盤産業課

水道契約者の名義変更または水道の休止手続き手続き

受益者変更届の提出手続き
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MEMO  

９．市営住宅に関する手続き

市営住宅に住んでいた 

手続き詳細 期　限

１．亡くなられた方が市営住宅入居者の場合、名義の引き継ぎや、異
動の手続きが必要です。手続きの詳細については、建築住宅課
へお問い合わせください。

どなたが亡くなられたかにより、手続きが異なります。

（１）入居名義人が亡くなられ、同居者がいる場合

名義を引き継ぐ手続き（入居承継申請）※

（２）入居名義人が亡くなられ、同居者がいない場合

住宅を明渡す手続き（退去届）

（３）入居名義人以外が亡くなられた場合

異動の手続き（同居者異動届）

※同居者の収入状況等により、承継できない場合があります。詳
しくは建築住宅課にお問い合わせください。

２．市営住宅駐車場を使用していた方

駐車場を返還する手続き

速やかに

手続き可能な人

ご親族、または同居者

必要なもの 問い合わせ先

（１）入居名義人が亡くなられ、同居されている方がいる場合

□ 個人番号カード（同居者全員分）

□ 入居名義人と引継ぎを行う方の関係がわかる書類（戸籍謄本など）

（２）入居名義人が亡くなられ、同居されている方がいない場合

□ 預貯金通帳

詳しくはお問い合わせください。

建築住宅課　住宅政策係
☎ 0577-35-3176

支所：基盤産業課

退去届出、敷金・住宅使用料の精算手続き
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10．その他の手続き

若者定住促進事業補助金（家賃補助）、奨学金返済支援事業補助金を受けていた 

国・県・市指定文化財を所有していた 

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が高山市若者定住促進事業補助金（家賃補助）、高山市
奨学金返済支援事業補助金を受けていた場合、変更の手続きが必要です。

雇用・産業創出課までご相談ください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 各事業の変更承認申請書

□ 変更内容がわかる書類

雇用・産業創出課
雇用・産業創出係
☎ 0577-35-3182

支所：基盤産業課

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が国・県・市指定の文化財を所有されていた場合、
相続された方への所有者変更の手続きが必要です。

文化財課までご相談ください。

国指定文化財は取得後 20日
以内、県・市指定文化財は
取得後速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 届出書

□ 指定書

□ 相続を証明する書類

文化財課　文化財係
☎ 0577-35-3156

支所：地域振興課

変更申請手続き

相続による指定文化財の所有者変更手続き

MEMO  
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農地を相続された 

農業者年金を受給していた 

手続き詳細 期　限

農地を相続された方は農地法第３条の３第１項の規定によ
る届出書の提出が必要です。

※相続登記完了後の手続きになります

相続手続き後、概ね 10か月以内
手続き可能な人

相続人及びその人から
委任を受けた代理人

必要なもの 問い合わせ先

□ 農地法第３条の３第１項の規定による届出書 農務課　農委・農地係
☎ 0577-35-3141
支所：基盤産業課

手続き詳細 期　限

JA ひだの各支店で農業者年金死亡関係届出書の提出が
必要です。

速やかに
手続き可能な人

親族
必要なもの 問い合わせ先

□ 農業者年金死亡関係届出書（様式第 K３１号の１）

※添付書類として除籍謄本や続柄を証明できる戸籍
謄本、農業者年金証書などが必要です。

農務課　農委・農地係
☎ 0577-35-3141

支所：基盤産業課

相続の届出の提出手続き

死亡届・未支給金請求の手続き手続き

森林の土地を相続された 

手続き詳細 期　限

森林の土地を相続された方は届け出が必要です。 所有者となった日から 90日以内
手続き可能な人

所有者となられた方
必要なもの 問い合わせ先

□ 土地の位置を示す図面

□ 相続を証明する書類（登記事項証明書など）

森林政策課　森林整備係
☎ 0577-35-3143

支所：基盤産業課

森林の土地の所有者届出書手続き
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故人が働いていた勤務先に対して、死亡退職届の提出や社員証の返却など、必要な手続きが
あります。一般的な手続きについて記載します。

項　目 期　日 備　考

死亡退職届の提出

速やかに

故人が働いていた勤務先に、提出する必要があり
ます。

身分証明書（社員証など）の
返却

健康保険被保険者証やその他、勤務先から貸与を
受けていたものを返却してください。

国民健康保険などへの加入
被扶養者だった場合は、同時に資格を喪失します
ので、資格喪失後は他の医療保険制度へ加入する
必要があります。

最終給与、退職金などの請求
預貯金口座の確認とともに、勤務先に直接ご確認
ください。

埋葬料の請求 2年以内
協会けんぽ及び、勤務先が加盟している保険組合
などで、埋葬料の請求が可能です。

遺族厚生年金の請求 5年以内

【必要なもの】
故人の年金番号がわかるもの、戸籍謄本、死亡診断
書のコピー、振込先預貯金通帳、請求者のマイナン
バーがわかるもの
※上記以外のものが必要となる場合があります。
年金事務所へお問い合わせください。

【手続き先】
高山年金事務所
☎ 0577-32-6111

亡くなられた方が会社員だった場合
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亡くなられた方が個人事業主だった場合

故人が個人事業者であり、廃業する場合の一般的な手続きについて記載します。
なお、事業承継する場合については、相続での手続きが必要です。

項　目 期　日 備　考

個人事業者の死亡届出書

速やかに

税務署に提出します。

高山税務署
☎ 0577-32-1020

事業廃止届出書

個人事業の
開業・廃業など届出書

1ヶ月以内
給与支払事務所などの
開設・移転・廃止届出書

所得税の青色申告の
取りやめ届出書

青色申告を取りやめようとする
年の翌年 3月 15 日まで
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該当事項 主な手続き 問い合わせ先

□ 不動産登記
法定相続情報一覧図、
土地・建物相続登記

岐阜地方法務局高山支局 
☎ 0577-32-0915

□ 相続登記関係

①法定相続情報証明制度
登記官が認証した法定相続情報一覧図の
写しを無料で何通でも所得でき、相続手続
きをスムーズにする制度

②自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書を法務局で保管し、遺言
保管申請者が亡くなられた後、相続人等が
「遺言書保管情報証明書」の交付を請求
し、遺言内容を確認できる制度

岐阜地方法務局高山支局 
☎ 0577-32-0915 

法定相続情報証明制度 
 
 
 

自筆証書遺言書保管制度

□ 遺言書 遺言書の検認・開封
岐阜家庭裁判所高山支部 
☎ 0577-32-1140

□ 相続放棄 相続の放棄等

□ 国税
相続税の手続き
所得税・消費税申告など

高山税務署 
☎ 0577-32-1020

□ 厚生年金 年金に関する手続き
高山年金事務所 
☎ 0577-32-6111

□ 共済年金 年金に関する手続き 各共済組合

□ 運転免許証 返納手続き

高山警察署
☎ 0577-32-0110

飛騨運転者講習センター 
☎ 0577-33-3430

□

普通自動車

税金に関する手続き
飛騨県税事務所

☎ 0577-33-1111

□ 廃車、名義変更
飛騨自動車検査登録事務所 

☎ 050-5540-2054

□

少し落ち着いてから行う市役所外での手続きチェックリスト

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
き

戸
籍
謄
本
等
の
取
得

委
任
状

相
続
に
つ
い
て



32

該当事項 主な手続き 問い合わせ先

□ 軽自動車

廃車、名義変更

軽自動車検査協会
岐阜事務所 

☎ 050-3816-1775

□ 二輪（125cc 超）
飛騨自動車検査
登録事務所 

☎ 050-5540-2054

□ 預貯金口座など 口座凍結解除の手続き 各金融機関

□ 生命保険など
死亡保険金の請求、
入院給付金の請求など

加入していた生命保険会社
または代理店

□ 損害保険など 名義変更、解約など
加入していた損害保険会社

または代理店

□ 国債（特別弔慰金等） 記名変更 支払を受けている郵便局

□ クレジットカード 解約

各契約会社

□ 固定電話、携帯電話 契約継承、解約

□ インターネット

名義変更、解約

□ 電気・ガス

□ ケーブルテレビ

□ NHK受信料
NHK岐阜放送局
☎ 058-264-4612

※手続きに必要な書類の中には、市役所で発行できるもの（戸籍・住民票・税関係証明書）が必要と
なる場合があります。各契約会社などにお問い合わせいただいてから、市役所にお越しいただくと
手続きが進めやすくなります。

□
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項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

速やかに

相続人を確定させるためには、故人の出生から
死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。役所
の窓口で「相続に使用するため出生から死亡まで
の戸籍謄本が必要です」とお申し出いただけれ
ば取得できます。

□ 遺言書の探索

自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査
してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索してくだ
さい。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、
「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要と
なります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各
事業者に問合せすることで、相続財産のほとんど
を知ることができます。また、自宅以外の不動産
を所有している場合は、役所で「名寄帳」を取得
することで、課税対象の不動産のすべてを知ること
ができます。

□
遺産分割協議
（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
必要があります。合意後、金融機関や役所などへ
提出する為の遺産分割協議書の作成が必要となり
ます。

□ 相続放棄・限定承認 ３ヶ月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述
が必要となります。申述書の作成など必要な対応
があるため、家庭裁判所にご確認ください。

□

相続に関する手続きチェックリスト
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項　目 期　日 備　考

□ 所得税の準確定申告 ４ヶ月以内

被相続人に1月1日から死亡日まで所得があった
場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに
確定した所得金額及び税額を計算して、相続の
開始があったことを知った日の翌日から４ヶ月以内
に申告と納税をしなければなりません。

□ 相続税の申告・納付 10ヶ月以内

各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の
価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税
の課税対象となります。

基礎控除額＝
3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数

□

MEMO  
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…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

祖父祖父 祖母祖母 曾祖
父母

曾祖
父母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者兄弟
姉妹

故人兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子 子子 子子

孫孫 孫孫 孫孫

曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度

により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の

払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の

負担を軽減することができます。

詳しくは法務局のHP（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）をご覧ください。

家系図 （３親等内の親族）
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故人の財産について

不
動
産

所在地 名義人 持ち分 備　考

預
貯
金

金融機関名 支店名 金　額 備　考

そ
の
他
の
資
産

名　称 内　容 保管場所など 備　考

借
入
金
・
ロ
ー
ン

借入先 金　額 返済方法 備　考

生
命
保
険
・
損
害
保
険

保険会社 種類・内容 受取人 備　考

公
的
年
金

基礎年金番号 種　類 受給金額 備　考

個
人
年
金
・
企
業
年
金

名　称 番号・記号など 受給金額 備　考

そ
の
他
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相続した不要な土地を国が引き取る制度もはじまります！
相続土地国庫帰属制度 （令和５年４月２７日から）

通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地 不可

相続土地国庫帰属制度

審査手数料

岐阜地方法務局からのお知らせです

相続登記はおすみですか
～相続登記・遺産分割を進めましょう～

令和６年４月１日から
相続登記の申請が義務化されます

不動産登記推進
イメージキャラクター
「トウキツネ」

・正当な理由なく義務に違反した場合、１０万円以下の過料が科せられる可能性があります。
・相続登記の申請義務を果たすための「相続人申告登記」も設けられます。
・相続登記について、登録免許税が免税される場合があります。

・相続（遺言も含みます。）によって不動産を
取得した相続人は、その所有権の取得を
知った日から３年以内に相続登記の申請を
しなければならないこととされました。

不動産に関するルールが大きく変わります！

詳しくは…

詳しくは…

所有者不明土地

相続登記の申請の義務化 など

公共工事や災害復旧が進まないなど、周囲にも悪影響が…

なくそう所有者不明土地

詳しくは…

（例）

令和４年９月版

あなたと家族をつなぐ相続登記

※ そのほかのルールも段階的に変わります！
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自筆証書遺言書を法務局で保管できます

より便利に！ 法定相続人の一覧図を証明します

法務局（登記所）

法定相続情報
一覧図の写し 法定相続人等

戸籍謄抄本
一覧図など

必要な書類を
集める。

死亡後

作成した本人が遺言書
保管所に来庁して手続

法務局（遺言書保管所）死亡前 死亡後

交付請求

検認不要

保管証

①関係遺言書保管通知
②死亡時通知

法定相続人

関係相続人等

３, ９００円

遺言書保管官

画像データ化
３

２

遺言者

１

１ ２

３

３

３
３

相続手続がいくつもある場合、時間短縮に！

数日後申出

無料で必要な
通数を交付

（５年間再交付可）

自筆証書遺言書保管制度

法定相続情報証明制度

形式を
確認

手続には予約が必要です。

自筆証書遺言 法務省

法定相続情報 法務局

お問合せは、お近くの法務局へ

岐阜地方法務局 管轄

☎０５８－２４５－３１８１
☎０５７５－６７－１４１１
☎０５８４－７８－３３４７
☎０５７４－２５－２４００
☎０５７２－２２－１００２
☎０５７３－６６－１５５４
☎０５７７－３２－０９１５

岐阜地方法務局

詳しくは…

※ 具体的な手続案内については予約制です。

遺言書ほかんガルー

※ 個人での手続が難しい方は、弁護士・司法書士・
土地家屋調査士など、専門家への相談を御検討
ください。

（制度により、管轄・担当が異なります）

相続に関する制度のご紹介

登記官

本 局
八 幡 支 局
大 垣 支 局
美濃加茂支局
多 治 見 支 局
中 津 川 支 局
高 山 支 局

法務局の

審査

１

２
原本保管
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証明書・戸籍謄本等を取得される方へ

各種手続きには、市役所で発行できる証明書（戸籍謄本や住民票など）が必要となる場合が
あります。事前に各提出先にどのような証明書が必要かご確認ください。

◆戸籍謄本・抄本などの取得

必要なもの

・請求される方の本人確認書類
 （マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの証明書が望ましい）

・必要な方と請求者と関係のわかる戸籍など
 （高山市の戸籍で関係がわかる場合は不要）

注意事項

・亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本などの発行については、原則として、本籍地が
高山市の方であれば、死亡届を受理した日から最短で５日目以降（土日祝日を除く）から
発行できます。

・高山市に本籍のある方で死亡届を市外で出された場合は、届書が高山市に届いてから最短
で５日目以降（土日祝日を除く）から発行できます。

・高山市が本籍地の場合は高山市で戸籍が発行できますが、本籍地が高山市外の場合は本籍
地の市区町村に郵便などでご請求ください。

・戸籍の請求できる方は、亡くなった方の配偶者、直系尊属（父母・祖父母）または直系卑属
（子・孫）からの請求で発行できます。（下記の「委任状なしで戸籍を請求できる範囲」
をご覧ください。）

　ただし、高山市で続柄が確認できない場合は、続柄が確認できる書類（戸籍謄本など）が
必要となりますので、来庁の際に必ずお持ちください。

・どのような戸籍が必要かは、事前に提出先にご確認ください。

（例）・亡くなられた方の出生から死亡までの一連の戸籍

　　　・亡くなられた方の婚姻から死亡までの一連の戸籍

　　　・亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍

　　　・亡くなられた方と相続人（申請書）との関係がわかる戸籍
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※委任状なしで戸籍を請求できる範囲

傍系 直系 傍系

　　　　 枠内の方は、委任状なしで戸籍を請求できる方となります。
その他の方が請求される場合は、委任状が必要となります。

◆住民票の取得

必要なもの

・請求される方の本人確認書類
 （マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの証明書が望ましい）

・請求者される方が相続人などであることがわかる書類（高山市の戸籍で関係がわかる場合
は不要）

注意事項

・亡くなった方の住民票（除票）を請求いただけるのは、利用目的がある場合に限られます。
請求者と亡くなった方との関係がわかる戸籍など（高山市にある戸籍や住民票で関係が
わかる場合は不要）と、利用目的や提出先がわかる資料をお持ちください。

・亡くなった方の住民票（除票）には、個人番号（マイナンバー）を記載することはでき
ません。

兄弟姉妹

甥姪

祖父母

父母

配偶者

子

孫

祖父母

父母

本人 兄弟姉妹

甥姪

伯父父母

従兄弟姉妹
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MEMO  
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